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特別会計予算 （単位：千円）
　 　 会 　 計 　 名 　 　
津山・富線共同バス運行事業
奨 学 会
飲 料 水 供 給 施 設 等
越 畑 専 用 水 道
国民 健 康 保 険 ( 事　業　勘　定 )
国民健康保険 ( 直営診療施設勘定 )
老 人 保 健
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
簡 易 水 道
農 業 集 落 排 水 事 業
林 業 集 落 排 水 事 業
公 共 下 水 道
第 ７ 財 産 区
羽 出 財 産 区
富 財 産 区

計

予   算   額
5 , 5 9 9
10 , 7 11
8 , 6 0 2
2 ,12 6

1 , 6 13 , 7 7 1
2 5 0 , 2 17
1 , 2 7 2

2 0 0 , 4 41
1 , 5 6 1 , 2 4 6
2 0 4 , 4 8 1
3 2 3 , 5 7 0
14 , 8 0 7
7 5 2 , 7 10
2 , 5 9 2
2 , 2 3 5
12 , 4 7 0

4 , 9 6 6 , 8 5 0

企業会計収益的収支予算 （単位：千円）
　 　 会 　 計 　 名 　 　
国 民 健 康 保 険 病 院 事 業
水 道 事 業

予   算   額
1 , 2 6 0 , 8 0 0
2 3 5 , 6 8 2

地方交付税

町 税

町 債

県支出金

国庫支出金

分担金及
び負担金

繰 入 金

地方譲与税

地方消費
税交付金

繰 越 金

所得税など国が徴収した税金の中から町の財政状況に応
じて交付されるお金
みなさんが町に納めるお金（町民税､固定資産税､軽自動車
税､町たばこ税など）

国や県及び金融機関から借り入れるお金

特定の事業の財源として県から交付されるお金

特定の事業の財源として国から交付されるお金

基金（特定目的のために積立・運用する資金または財産。町
の貯金）などの取り崩しにより繰り入れるお金
自動車重量税や地方道路税の一部で、本来は地方税として
集めるべきものを国税として徴収し、町へ譲与されるお金

前年度の決算上の剰余金を受け入れるお金

町が特定の事業にかかる経費に充てるため、事業によって
利益を受ける団体などから受け取るお金

県が徴収した税の一部を県が行政サービスを行う上で必要
な財源を補うために交付されるお金

民 生 費

公 債 費

総 務 費

土 木 費

教 育 費

農林水産業費

衛 生 費

消 防 費

商 工 費

議 会 費

労 働 費

高齢者・障がい者・児童福祉など福祉事業にかかる経費

町の全般的な管理経費、徴税、選挙、統計、町営バス運行
などにかかる経費

幼稚園・学校・公民館・図書館・体育施設の管理運営など教
育にかかる経費

津山圏域消防組合負担金、消火栓の設置、消防団運営に
かかる経費

失業対策や勤労者のための各種施設の設置、管理にかか
る経費

町債を返済するための経費

道路の維持・新設、町営住宅管理などにかかる経費

農林水産業の振興や農・林道の整備などにかかる経費

保健衛生、ごみ処理などにかかる経費

商工業振興や観光振興にかかる経費

議会運営にかかる経費

一般会計 歳入 97億3,400万円
用語説明（歳入）

用語説明（歳出）
一般会計 歳出 97億3,400万円


